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個人情報保護審議会答申の概要 

答申第 168 号（諮問第 198 号） 

件名：警察署警察職員が作成したと思われる調書及び報告書の不開示（適用除外）決定

に関する件 

１ 開示請求 

  令和 2年 9 月 11 日 

２ 原処分 

  令和 2年 9 月 25 日（不開示（適用除外）決定） 

  愛知県警察本部長（以下「処分庁」という。）は、審査請求人に係る別記の自己情報

開示請求について、愛知県個人情報保護条例（平成 16 年愛知県条例第 66 号。以下「条

例」という。）第 3 章（自己情報の開示、訂正及び利用停止）の規定が適用されないこ

とを理由として不開示とした。 

３ 審査請求 

  令和 2年 11 月 7 日 

  原処分の取り消しを求める。 

４ 諮問 

  令和 2年 12 月 18 日 

５ 審議会の結論 

  処分庁が、条例第 3 章（自己情報の開示、訂正及び利用停止）の規定が適用されな

いことを理由として不開示としたことは妥当である。 

６ 審議会の判断

 (1) 判断に当たっての基本的考え方 

条例は、第 1 条に規定されているとおり、実施機関の保有する個人情報の開示を

請求する個人の権利を明らかにし、もって県政の適正な運営を図りつつ、個人の権

利利益を保護することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念のもと

に解釈・運用されなければならない。 

当審議会は、自己に関する保有個人情報の開示を請求する権利が不当に侵害され

ることのないよう、原則開示の理念に立って条例を解釈し、以下判断するものであ

る。 

 (2) 本件請求対象保有個人情報について 

   自己情報開示請求書の内容を基本として、処分庁が作成した弁明書の内容も踏ま

えると、本件請求対象保有個人情報は、審査請求人が道路交通法違反による取締り

を受けた事件について、警察職員 A が作成した調書及び報告書で、豊田警察署で保

管している文書であると解される。 
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   処分庁は、本件請求対象保有個人情報については、条例第 44条に該当するとして

不開示にしている。 

 (3) 条例第 44 条該当性について 

  ア 適用除外について 

    条例第 44 条は、法令の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律（平成 15 年法律第 58 号）第 4 章の開示、訂正及び利用停止の規定が適用さ

れない保有個人情報については、同法との整合性を図る必要があることから、条

例第 3 章の自己情報の開示、訂正及び利用停止の規定を適用しないことを定めた

ものである。 

    そして、刑事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号）第 53 条の 2 第 2 項に規定する

訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律第 4 章の規定は適用しないこととしている

ことから、条例第 3 章の規定は適用しないこととしているものである。 

  イ 訴訟に関する書類について 

    刑事訴訟法第 53 条の 2 第 2 項に規定する訴訟に関する書類とは、同法第 47 条

に規定する訴訟に関する書類と同一であり、被疑事件又は被告事件に関して作成

し、又は取得された書類をいい、裁判所又は裁判官の保管している書類に限らず、

検察官、司法警察員、弁護人その他の第三者の保管しているものをも含むと解さ

れている。 

    したがって、訴訟に関する書類とは、裁判所で作成される判決書や証人尋問調

書等及び検察官、弁護人から公判に提出された証拠書類のほか、捜査段階で作成

又は取得される捜査書類をも含むと解される。 

    そこで、これらの考え方に基づき、本件請求対象保有個人情報が条例第 44 条に

該当するか否かを以下検討する。 

  ウ 本件請求対象保有個人情報が訴訟に関する書類に該当するか否かについて 

   (ｱ) 当審議会において処分庁から説明を聴取したところ、本件請求対象保有個人

情報として、交通事件原票、道路交通法違反被疑事件捜査報告書、道路交通法

違反事件捜査報告書、道路交通法違反現場見取図及び写真撮影報告書を特定し

たとのことである。 

     そして、交通事件原票は、道路交通法違反があった際に記入し、複写式になっ

ている交通反則切符のうち警察本部長への報告に用いるものであり、事件を処

理するために作成する捜査書類であるとのことである。また、道路交通法違反

被疑事件捜査報告書、道路交通法違反事件捜査報告書、道路交通法違反現場見

取図及び写真撮影報告書には、事件の捜査結果が記録されており、道路交通法

違反事件を処理するために作成する捜査書類であるとのことである。 

   (ｲ) ここで、当審議会において本件請求対象保有個人情報を見分したところ、い
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ずれも審査請求人に係る道路交通法違反事件の捜査の過程で作成又は取得され

た捜査書類であると認められた。 

   (ｳ) したがって、本件請求対象保有個人情報は、刑事訴訟法第 53 条の 2 第 2 項に

より適用除外とされる、訴訟に関する書類であると認められる。 

  エ したがって、本件請求対象保有個人情報は、条例第 44 条に該当し、条例第 3 章

の自己情報の開示、訂正及び利用停止の規定の適用を受けないものと認められる。 

 (4) 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は、その他種々主張しているが、本件請求対象保有個人情報の条例第

44 条該当性については、前記(3)において述べたとおりであり、審査請求人のその他

の主張は、当審議会の判断に影響を及ぼすものではない。 

 (5) まとめ 

   以上により、「５ 審議会の結論」のとおり判断する。
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別記 

 道交法違反（横断歩行妨害）の取締りを受けたことによる、豊田警察署警察職員 A が

作成したと思われる調書、及び報告書 

 ※請求日現在、豊田警察署交通課保管のもの 


